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森林の恩恵・森林資源の循環利用啓発パンフレット作成業務仕様書 

 

１ 業務の名称  

森林の恩恵・森林資源の循環利用啓発パンフレット作成業務 

 

２ 業務の目的 

  市域の約９割を占める森林は、木材などの生産機能をはじめ、水の貯留・浄化、地球温暖化

防止機能等を持っており、市内に暮らす人々や企業だけでなく、市外に暮らす人々や企業にも

多くの恩恵をもたらしている。森林の恩恵を次世代に引き継ぐためには、「植える・育てる・収

穫する・使う」の森林資源の循環利用に取り組む必要がある。 

  森林の恩恵と森林資源の循環利用の重要さを広く発信し、本市の地球温暖化対策に資する取

組やふるさと納税等への支援・協力の輪を広げる。 

 

３ 履行期限   

契約日の翌日から令和４年 9 月 30 日まで 

 

４ 納入場所 

 宍粟市役所本庁舎２階 産業部 森林環境課 

 

５ 業務内容 

  下記（１）～（４）に基づき、企画、編集、イラスト等の作成、デザイン・レイアウト、撮

影などパンフレットの作成と印刷に必要な作業を行うものとする。 

（１）記載内容 

   後述の「パンフレット構成」を参考に、写真やイラストを多用し、本市の森林保全等の

取り組みや森林の魅力を効果的に伝え、企業等の CSR 活動として地球温暖化対策に資する

取組やふるさと納税等、本市との連携や支援につながるパンフレットを作成すること。

「パンフレット構成」以外で業務の目的の達成に効果的な項目等があれば、提案するこ

と。 

（２）写真及び資料 

   業務に必要な資料の収集や写真撮影等は受託者が行うものとし、市は既存資料や写真の

提供など、受諾者の業務の遂行に協力するものとする。 

（３）打ち合わせ及び校正 

  契約締結後編集前及び初校後に面談による打ち合わせを行い、校正は 3 回以上とする。 

（４）その他 

   メールや電話等により必要な連絡調整は随時行うものとする。  
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「パンフレット構成」 

① 表紙 「森林」をイメージしたデザイン 

② 森林の恩恵の発信 

a 水の貯留・浄化、木材等の生産 等 

   b 森林と SDGs との関連性 

   c 森林の地球温暖化防止機能 

③  森林の循環利用の啓発 

a 「植える、育てる、収穫する、使う」の説明 

b 「使う(木材利用)」を強調すること 

④  宍粟市の取り組み 

      a 森林を育てる（森林整備・林業担い手の確保と育成 等） 

    b 森林資源を活かす（しそう材の利用促進・木質バイオマス利用促進 等） 

    c 森林を学ぶ（木育事業・森林環境教育 等） 

    d 森林を楽しむ（登山・森林セラピー等） 

    e 森林をみんなで守る（ヴィクトリーナ姫路との協定及び植樹事業 等） 

⑤  ふるさと納税の使い道と方法(個人・企業版ふるさと納税) 

 a ふるさと納税の使い道 

    b ふるさと納税の市 HP の QR コード 等 

 

６ 成果品 

 下記の項目を基本とし、受託者と協議のうえ決定する。 

（１）パンフレットの仕様 

  ・版型 観音開き 4 つ折り(折畳み後のサイズ A４、8 ページ程度)  

  ・部数 1,000 部 

  ・紙質 上質紙 70 ㎏以上 

  ・色数 フルカラー 

  ・線数 175 線以上 

（２）納品 

   成果品は紙媒体での納品に加え、写真、作成したイラスト・図表を含む全ての成果物を二

次利用可能なデータ形式で電子媒体（CD-ROM）に保存して納品すること。 

※成果品の所有権、著作権、利用権は宍粟市に帰属するものとする。 

 

7 提案上限額 

  1，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 

  ※上限額を超えての提案は無効とする。 
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8 業務の完了 

  業務の完了は、成果品を納品し本市の検査を受け、検査合格により完了とする。 

 

9 著作権等 

  受託者は、成果物が他者等の所有権や著作権を侵害しないことを保証すること。本事業の成

果物に係る権利は、原則委託者に帰属する。また、加工及び二次利用できるものとする。 

 なお、合理的な理由がある場合はこの限りではないが、留保される権利について、本市に無

期限で使用許諾し、一切の権利行使しないこと。また、これらの権利について、第三者と紛争

等が生じた場合は、受託者がその責任において対処すること。 

 

10 留意事項 

  パンフレット作成にあたり、次の事項を遵守すること。 

（１）本業務に係る資料収集、写真撮影、消耗品代等その他必要な経費の一切は受託者におい

て負担すること。 

（２）一般の方が不快に感じるイメージ、言葉、その他の表現を使用しないこと。 

（３）その他の公序良俗、一般常識に反する内容でないこと。 

 

11 その他 

  本仕様書に定めのない事項については、別途協議のうえ決定すること。 

 

12 問い合わせ先（事務局） 

  宍粟市産業部森林環境課環境企画係 

  所在地：〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬 133 番地６ 本庁舎２階 

  電話番号：0790-63-3065 FAX：0790-63-1282 E-mail：kankyokikaku-kk@city.shiso.lg.jp 


